
【緊急事態宣言に伴う営業方針について】 

 

1 月 13 日に兵庫県も緊急事態宣言が発令されました。 

スポーツジムなどの施設に対しては、休業や時短営業等の具体的な

要請はなされておりませんでした。 

今後も情勢を注視し、感染予防対策を強化、徹底し、営業を継続し

てまいります。皆まさにご協力をお願いすることもございますが、

ご理解のほど宜しくお願い致します。 

※行政の要請により、やむを得ず営業方針を変更させて頂く場合がございます。 
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